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城東地区からの要望書及び行政の見解 
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松江市城東地区町内会連合会

城 東 地 区 治 水 対 策 協 議 会

意見・要望

理　　　　　　由 要　望・検　討　事　項 行　政　の　見　解　等

・市街地の風景を遮断する 築堤方式による大堤防（HP＋３．５ｍ）は絶対避けること

・美しい松江を守るため
伝統的な街並みを含む地域にふさわしい構造物を保全継承し、
新たな価値観を創出できるよう配慮願いたい

①中心市街地外での工事を主体とすること
　（放水路計画を積極的に取り入れた整備をお願いしたい）

②周辺地域における遊水機能を拡大すること

③浚渫（-3.5m)区域の拡大をすること

代替案についても経済的施工の観点から概算数値を示し、明確
な情報公開と説明責任を果たすこと

計画は市民の納得が不可欠、納得できる具体的かつ詳細な
「絵」を早急に発表すべき

現在行政側は理念だけが先行し、一面民主的に推移しているよ
うに見えるが創造性のない強引な策といわざるを得ない

今後は更に具体的な基本計画の検討に入っていきますので、直接関係する地区や住民の方々に理解・納得をいただくよう、これまで以上に情報提供や説明に努め
合意形成を図ってまいります。

・工事期間中における直接間接の経済活動
　の損失を最小限に抑えるため

・将来に禍根を残さないまちづくりのため
・住民にわかりやすい、住民サイドに立脚
　した内容となるように工夫し目標を達成
　するため

からの要望要旨

大橋川上流部においては歴史や文化を感じさせる佇まいとにぎわいに配慮し、落ち着いた風情を損なうことのないようなまちづくりを行うこととしております。
堤防の具体的な形状等は、基本計画の検討過程でお示しし、意見交換会等を通じて市民意見を反映して決定していくこととなります。

事業地は松江の観光・商業の中心地ですので、改修後において更に魅力が増すようなまちづくりを目指して皆様方とともに取り組んでいきたいと考えております。
また、工事期間中においても周辺への影響ができるだけ少なくなるよう、工事の期間短縮や手法を検討していきます。

お示ししている代替案は、これまでいただいた意見や提案に基づいて検討をしたものですが、経済性を比較するための概算事業費も今後できるだけ早くお示しし
たいと考えております。
また、「大橋川周辺まちづくり検討委員会」ではこれまでは理念（基本方針）について検討して参りましたが、今後、具体的な図面やわかりやすい絵姿もお示し
し、意見をいただきながら「基本計画」を策定していきたいと考えています。



具体的提案 （注意）堤防の高さ等は、大橋川の計画高水位を宍道湖水位で置き換えて表示していますので、実際の計画高と異なります

行　政　の　見　解　等

・拡幅をせず、宍道湖の計画洪水位をHP+2.5ｍに押さえる

・西長江川の有効利用または新たな場所の検討

・境水道間での距離に比べて短いので効率的な放流ができる

・日本海からの塩水遡上による水環境への影響も全く考えられない

・行政もトンネル案を公表している（200㎥/s）

・大橋川両岸の大堤防を避けることができる

・実現のためにどの程度の能力が必要かはシミュレーションが必要だが、３00～５００㎥/s
　程度は可能ではないか

改修計画
○まず、大橋川河畔の地盤が低いことから市街地への浸水を防ぐため、大橋川沿いに堤防を築く必要があります
○護岸整備の程度によって、上記の範囲で必要な規模の放水路整備を組み合わせる必要があります

○これまで述べたとおり、いずれも合理的ではないと考えます

○これまで述べたとおり、いずれも合理的ではないと考えます

○余裕高は、洪水の波浪、うねり、跳水、流下物等への対応として堤防の構造上必要となる高さの余裕であり、危機管理の面からも大橋川の場合最低でも１ｍは必要と考えます

○今の計画では、宍道湖における自然の貯留効果（遊水効果）を考慮した計画として洪水時の水位から松江の街を守るために必要な高さの堤防を造ろうとするものです
○ご意見のように、大橋川中流部に遊水池を設けても大橋川上流部の洪水の水位を下げる効果はほとんどないため、上流部においては堤防整備が必要となります

○地球温暖化による海面の上昇による治水計画への影響は、海面上昇の程度の予測が困難であることから、現時点では平成１４年４月に策定した斐伊川水系河川整備基本方針を
　直ちに見直す考えはありません
○ただし、四方を海に囲まれているわが国においては深刻な問題であり、その対応を検討することは必要であると考えています

○松江市内の地盤の高さは、例えば松江駅付近では1.3m、橋北の市街地では1m未満のところがあるなど、想定の洪水が起こって大橋川から越水すれば市街地のかなりのところ
　で深刻な影響が現れ、かつ水が引くまで長いところでは１週間程度続く恐れがあります
　・道路の交通不能箇所→水深が深いところでは救急車などの緊急車両が近づけません
　・停電→電線類地中化区域の水かさが増し地上施設が水没すると、その区域では停電する恐れがあります
　・風呂や水洗便所の使用不能
　・高齢者家庭における荷物運搬、後かたづけ
　・膨大な災害ゴミの処理　　など

このようなことを考えれば、今できる最善の治水対策を講じて安全安心なまちづくりを進めるべきと考えます

○上流部での事業によって宍道湖への洪水流入量を大幅に減らすことができますが、上記の通り、松江市街地においてもなお対策が不可欠と考えます

②したがって現状のまま保全継承する

治水計画

①現計画の計画洪水位HP+2.5mをHP2.0m前後に押さえ築堤方式の大堤防は環境保全上絶対避
　けること

②逆に堤防天端の高さの許容範囲を現地で関係者が一堂に会して決定すること

③この場合余裕高は特例措置として０.5mとすること（ただし築堤方式は不可）

④宍道湖への流入量に対して、現大橋川・トンネルなどによる放水路・佐陀川の合計で不足する
　流出量の処理を大橋川中流部における遊水機能の拡大と掘削面積の拡大で対応できないか

⑤地球温暖化による海面上昇、異常気象における降雨量の増大と流動的要素がある中現計画の設
　計条件では不十分と考えられる

⑥今回の要望に対し水理的に不可能と判断された場合は、城東地区治水対策協議会としては、あ
　ふれさせる治水対策の検討も一策ではないかと考える

⑦あくまでも現状を後世に残したい、放水路をもって３点セット完了とならないか

○松江大橋の性格や役割は、将来的な市内の交通計画やまちづくりとのあり方と深く関連しており、ご意見のようなあり方についても一つの方向ではないかと考えます
○現状のまま保存するということについては前述の通り困難です
　また、必要な規模の放水路整備が前提となり、合理的ではないと考えます

提　　　　案　　　　内　　　　容

放水路案

松江大橋

②計画洪水位をHP+2.0mに変更した場合のトンネル案 ◎宍道湖の水位をＨＰ＋2.5m未満に抑える場合
　○計画洪水位をHP+2.0mに抑えるためには宍道湖の水を直接日本海に流す必要があり、それに見合うトンネルは直径約９ｍで約２５本となります
　○例えば現松江大橋の桁下高にあわせた計画（計画高水位HP+1.88m＋余裕高1.0m)とするためには、トンネルは直径約９ｍで２５本となります
　○更に、今の河岸の高さを変えずに洪水から街を守ることができないかとの意見もありますが、この場合は計画高水位をH.P+1.7 m程度にする必要があり、お示ししているよ
　　うに直径約９ｍのトンネルが４５本といった膨大なものにならざるを得ません

したがって、トンネルによって洪水の一部を直接日本海に放流し宍道湖の水位をＨＰ＋2.5m以下に抑える場合、トンネル本数は相当数となり実現は困難となります

＜宍道湖の計画高水位をHP+2.5m とした場合に必要となる事項＞
◎西長江川の放水路（トンネル３本）の実現性について具体的な検討が必要です
◎市街地への浸水を防ぐため大橋川沿いに堤防を築く必要があります
　○堤防の高さ………H.P+3.5m
　○堤防の構造………土堤防と胸壁構造（パラペット）の組み合わせも可能
　○土堤防（石積み）（H.P+2.5m）＋パラペット（余裕高部分：１m）とした場合（道路との兼用の場合は舗装を堤防上に設置）の現地盤と堤防天端との関係は、
　　・大橋川河岸が約H.P＋1.7mの高さのところでは、堤防天端との高低差は80㎝（＋舗装厚）
　　・堤防天端とパラペット上部との高低差は1m（－舗装厚）

◎潮止め施設が必要となります
　○平常時は宍道湖と日本海の水位差がほとんどないため、日本海からの塩水遡上による宍道湖の水環境への影響が懸念されるので潮止め施設が必要となります

◎松江大橋は現状のまま残すことはできません
　○桁下高不足……現橋の桁下は一番低いところがH.P＋2.88mです
　　　　　　　　　治水上の安全度を確保するためには大橋川の計画高水位（HP+2.45ｍ）に余裕高1mを加えた桁下高H.P+3．45mにする必要があります
　○経年劣化…築後７０年を経過し、近い将来いずれ架け替えが必要と考えています（県管理の１００ｍ以上の道路橋では最も高齢な橋の一つです）
　○耐震性への不安…大正年代の基準で設計されているため、耐震構造を考慮した設計がされていません

したがって、トンネルによって洪水の一部を直接日本海に放流した場合、大橋川の拡幅や掘削はなくなりますが、堤防築造や松江大橋の架け替えは必要であり、
大橋川改修と放水路整備の２箇所で事業を実施することは、社会・経済的にも影響が大きく合理的な案ではないと考えます

大橋川の拡幅をせず現状のままとし、護岸整備程度にとどめる

①交通体系を変更し、歩行者優先道路とする

①宍道湖から日本海に直接トンネルを掘る

Ｈ　Ｐ
　・昭和４３年以前に計測した水準点の高さ（Ｔ．Ｐ．±０ｍ）を基準
　　に標高を表示したもの

余裕高
　・洪水時には、強風による波浪や水の流れによるうねりなど一時的な
　　水位上昇に対応するため、堤防を築く場合に計画高水位の高さの上
　　にしかるべき余裕を持たせた高さ
　・この部分の堤防は幅のないコンクリートなどの壁構造とすることも
　　できる
　・大橋川上流部においては１mとしている

堤 防
　・洪水から背後地を守るための構造物で土堤が原則
　・計画高水位の高さまでは一定以上の幅をもつ構造が必要
　・洪水は自然現象であり、想定以上の洪水や破堤を防ぐための水防活
　　動を行うためにも一定以上の幅が必要

治水計画における橋の構造
　・桁下の高さ
　　計画高水流量から定められる堤防高さ以上
　　（大橋川ではH.W.L＋1.0m）
  ・橋脚の形状
　　洪水時に流水に著しい支障を与えない構造とする（細長い楕円形）

計画高水位
　・計画規模の洪水が流れた場合に想定される水位
　・斐伊川治水計画における宍道湖湖心の計画高水位はH.P.＋2.5m
















